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   甲府市手数料条例の一部を改正する条例 

 甲府市手数料条例（平成１２年３月条例第９号）の一部を次のように改正する。 

別表第４１号ア（ウ）ｂを次のように改める。 

ｂ 共用部分（共同住宅等のうち住宅部分以外の部分をいう。以下この号にお

いて同じ。） 次に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

⒜ ３００平方メートル以内のもの ８，６００円 

⒝ ３００平方メートルを超え１，０００平方メートル以内のもの

１５，０００円 

⒞ １，０００平方メートルを超え２，０００平方メートル以内のもの  

２４，０００円 

⒟ ２，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内のもの  

７３，０００円 

⒠ ５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以内のもの 

１１７，０００円 

⒡ １０，０００平方メートルを超え２５，０００平方メートル以内のも

の １４７，０００円 

⒢ ２５，０００平方メートルを超えるもの １８４，０００円 

別表第４１号イ（ウ）ｂ及びｃを次のように改める。 

ｂ 共用部分 次に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

⒜ ３００平方メートル以内のもの １００，０００円 



⒝ ３００平方メートルを超え１，０００平方メートル以内のもの  

１２６，０００円 

⒞ １，０００平方メートルを超え２，０００平方メートル以内のもの  

１６５，０００円 

⒟ ２，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内のもの  

２５８，０００円 

⒠ ５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以内のもの 

３３１，０００円 

⒡ １０，０００平方メートルを超え２５，０００平方メートル以内のも

の ３９６，０００円 

⒢ ２５，０００平方メートルを超えるもの ４６１，０００円 

c  非住宅の部分 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

⒜ 誘導基準に適合することを確認する方法として、別に市長が定める簡易

な評価方法（以下この号において「モデル建物法」という。）を用いる場

合 次に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

ⅰ ３００平方メートル以内のもの ８３，０００円 

ⅱ ３００平方メートルを超え１，０００平方メートル以内のもの  

１０６，０００円 

ⅲ １，０００平方メートルを超え２，０００平方メートル以内のもの 

１４０，０００円 

ⅳ ２，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内のもの 

２２７，０００円 

ⅴ ５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以内のも

の ２９６，０００円 

ⅵ １０，０００平方メートルを超え２５，０００平方メートル以内のも

の ３５６，０００円 

ⅶ ２５，０００平方メートルを超えるもの ４１８，０００円 

⒝ ⒜に掲げる場合以外の場合 次に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額 

ⅰ ３００平方メートル未満のもの（誘導基準のうち住宅に係る外壁、窓



等を通しての熱の損失の防止に関する基準に適合する措置が講じられる

場合に限る。） １２１，０００円 

ⅱ ３００平方メートル以内のもの（ⅰに掲げる場合を除く。）  

２０９，０００円 

ⅲ ３００平方メートルを超え１，０００平方メートル以内のもの  

２６２，０００円 

ⅳ １，０００平方メートルを超え２，０００平方メートル以内のもの 

３３８，０００円 

ⅴ ２，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内のもの 

４８３，０００円 

ⅵ ５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以内のも

の ５９５，０００円 

ⅶ １０，０００平方メートルを超え２５，０００平方メートル以内のも

の ７０４，０００円 

ⅷ ２５，０００平方メートルを超えるもの ８０３，０００円 

別表第４３号ア（ア）及び（イ）を次のように改める。 

（ア） 適合させようとする基準が建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令

（平成２８年経済産業省令・国土交通省令第１号）第１条第１項第１号ロに掲

げる基準である場合 次に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金

額 

ａ ３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満のもの  

２５，０００円 

ｂ １，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のもの  

３６，０００円 

ｃ ２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満のもの  

９１，０００円 

ｄ ５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未満のもの  

１３７，０００円 

e  １０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル未満のもの  

１７１，０００円 



f  ２５，０００平方メートル以上のもの ２１２，０００円 

（イ） （ア）に掲げる場合以外の場合 次に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額 

ａ ３００平方メートル以上 1，０００平方メートル未満のも の  

２９，０００円 

b  １，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のもの  

４１，０００円 

c  ２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満のもの  

９７，０００円 

d  ５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未満のもの  

１４４，０００円 

e  １０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル未満のもの  

１７８，０００円 

f  ２５，０００平方メートル以上のもの ２２１，０００円 

別表第４３号イ（ア）及び（イ）を次のように改める。 

（ア） 適合させようとする基準が建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第

１条第１項第１号ロに掲げる基準である場合 次に掲げる床面積の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額 

ａ ３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満のもの  

１０６，０００円 

ｂ １，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のもの  

１４０，０００円 

ｃ ２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満のもの  

２２７，０００円 

ｄ ５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未満のもの  

２９６，０００円 

e  １０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル未満のもの  

３５６，０００円 

f  ２５，０００平方メートル以上のもの ４１８，０００円 

（イ） （ア）に掲げる場合以外の場合 次に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ次に



定める金額 

ａ ３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満のもの  

２７４，０００円 

ｂ １，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のもの  

３５３，０００円 

ｃ ２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満のもの  

５０５，０００円 

ｄ ５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未満のもの  

６２２，０００円 

e  １０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル未満のもの  

７３５，０００円 

f  ２５，０００平方メートル以上のもの ８３８，０００円 

別表第４５号ア（ア）及び（イ）を次のように改める。 

（ア） 適合させようとする基準が建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第

１条第１項第１号ロに掲げる基準である場合 次に掲げる床面積の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額 

ａ ３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満のもの  

２５，０００円 

ｂ １，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のもの  

３６，０００円 

ｃ ２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満のもの  

９１，０００円 

ｄ ５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未満のもの  

１３７，０００円 

e  １０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル未満のもの  

１７１，０００円 

f  ２５，０００平方メートル以上のもの ２１２，０００円 

（イ） （ア）に掲げる場合以外の場合 次に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額 

ａ ３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満のもの  



２９，０００円 

ｂ １，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のもの  

４１，０００円 

ｃ ２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満のもの  

９７，０００円 

ｄ ５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未満のもの  

１４４，０００円 

e  １０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル未満のもの  

１７８，０００円 

f  ２５，０００平方メートル以上のもの ２２１，０００円 

別表第４５号イ（ア）及び（イ）を次のように改める。 

（ア） 適合させようとする基準が建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第

１条第１項第１号ロに掲げる基準である場合 次に掲げる床面積の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額 

ａ ３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満のもの  

１０６，０００円 

ｂ １，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のもの  

１４０，０００円 

ｃ ２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満のもの  

２２７，０００円 

ｄ ５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未満のもの  

２９６，０００円 

e  １０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル未満のもの  

３５６，０００円 

f  ２５，０００平方メートル以上のもの ４１８，０００円 

（イ） （ア）に掲げる場合以外の場合 次に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額 

ａ ３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満のもの  

２７４，０００円 

ｂ １，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のもの  



３５３，０００円 

ｃ ２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満のもの  

５０５，０００円 

ｄ ５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未満のもの  

６２２，０００円 

e  １０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル未満のもの  

７３５，０００円 

f  ２５，０００平方メートル以上のもの ８３８，０００円 

別表第４７号中「第２９条第１項」を「第３４条第１項」に、「第３０条第２

項」を「第３５条第２項」に、「第３０条第１項第１号」を「第３５条第１項第１

号」に改め、同号ア（ウ）を次のように改める。 

（ウ） 住宅の用途に供しない建築物 次に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額 

a  ３００平方メートル未満のもの ８，０００円 

ｂ ３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満のもの  

１５，０００円 

ｃ １，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のもの  

２５，０００円 

ｄ ２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満のもの  

７６，０００円 

e  ５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未満のもの  

１２１，０００円 

f  １０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル未満のもの  

１５２，０００円 

g  ２５，０００平方メートル以上のもの １９１，０００円 

別表第４７号イ（ウ）ａ及びｂを次のように改める。 

ａ 適合させようとする基準が建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令

第１０条第１号イ⑵及び同号ロ⑵に掲げる基準である場合 次に掲げる床面

積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

⒜ ３００平方メートル未満のもの ８２，０００円 



⒝ ３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満のもの 

 １０５，０００円 

⒞ １，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のもの  

１３８，０００円 

⒟ ２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満のもの  

２２４，０００円 

⒠ ５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未満のもの  

２９３，０００円 

⒡ １０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル未満のもの 

３５３，０００円 

⒢ ２５，０００平方メートル以上のもの ４１４，０００円 

ｂ ａに掲げる場合以外の場合 次に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額 

⒜ ３００平方メートル未満のもの ２１６，０００円 

⒝ ３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満のもの  

２７１，０００円 

⒞ １，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のもの  

３５０，０００円 

⒟ ２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満のもの  

５００，０００円 

⒠ ５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未満のもの  

６１６，０００円 

⒡ １０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル未満のもの 

７２８，０００円 

⒢ ２５，０００平方メートル以上のもの ８３１，０００円 

別表第４８号中「第３１条第１項」を「第３６条第１項」に改める。 

別表第４９号中「第３６条第１項」を「第４１条第１項」に改め、同号ア（ウ）を次

のように改める。 

（ウ） 住宅の用途に供しない建築物 次に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額 



ａ ３００平方メートル未満のもの ８，０００円 

ｂ ３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満のもの  

１５，０００円 

ｃ １，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のもの  

２５，０００円 

ｄ ２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満のもの  

７６，０００円 

e  ５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未満のもの  

１２１，０００円 

ｆ １０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル未満のもの  

１５２，０００円 

ｇ ２５，０００平方メートル以上のもの １９１，０００円 

別表第４９号イ（ウ）ａ及びｂを次のように改める。 

a  適合させようとする基準が建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令

第１条第１項第１号ロに掲げる基準である場合 次に掲げる床面積の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額 

⒜ ３００平方メートル未満のもの ８２，０００円 

⒝ ３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満のもの  

１０５，０００円 

⒞ １，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のもの  

１３８，０００円 

⒟ ２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満のもの  

２２４，０００円 

⒠ ５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未満のもの  

２９３，０００円 

⒡ １０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル未満のもの 

３５３，０００円 

⒢ ２５，０００平方メートル以上のもの ４１４，０００円 

ｂ ａに掲げる場合以外の場合 次に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額 



⒜ ３００平方メートル未満のもの ２１６，０００円 

⒝ ３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満のもの  

２７１，０００円 

⒞ １，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のもの  

３５０，０００円 

⒟ ２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満のもの  

５００，０００円 

⒠ ５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未満のもの  

６１６，０００円 

⒡ １０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル未満のもの 

７２８，０００円 

⒢ ２５，０００平方メートル以上のもの ８３１，０００円 

附 則 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る 

手数料について適用し、同日前にされた申請に係る手数料については、なお従前

の例による。 

 

 

 

 

 

提案理由 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正に伴い、審査手数料

に係る所要の改正を行うについては、この条例を制定する必要がある。これが、こ

の条例案を提出する理由である。 

 

 


